
技能実習生の氏名（国
籍（国又は地域））
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　 年 月

申請者の氏名又は名称

㊞作成責任者　役職・氏名

することは、決していたしません。

出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。

りませんし、今後も決していたしません。また、技能実習生に対して他からこうした行為が行
いないかどうかについて、定期的に確認します。

ない場合にあっては、技能実習指導員が技能実習責任者の立会いの下で技能実習の目標を全て
ていることを確認するなど、評価の公正な実施を確保します。

は、決していたしません。

　技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしませ

　技能実習計画の作成について指導を受けた管理団体による実習監理を受けることとします。

日　　作成

株式会社ABC

代表取締役 小柳　哲朗

記

する法令に違反してしまったときは、直ちに監理団体に報告します。

【誓約事項】
　保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産

　技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、管理団体、

　技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を著しく侵害する行為を行ったこ

　技能実習生の目標の達成状況の確認を技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験により

　労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じます。

　管理団体から管理費として徴収される費用について、直接又は間接的に技能実習生に負担さ

　不正に技能実習計画の認定を受ける目的、その他出入国又は労働に関する法令の規定に違反

　上記のほか、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実

実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりしたことはありませんし、今後
ていたしません。

　次の技能実習生に技能実習を行わせるに当たり、下記の事項を誓約します。

HOANG NGUYEN CHAU ベトナム

参考様式第１-２号（規則第８条第３号関係） （日本工業規格Ａ列４）
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申　請　者　の　誓　約　書
（第１号団体監理型技能実習）


